
Ⅰ C07 総合科学技術会議の 発足とその機能 

0 佐野 太 ( 科技庁・科学技術政策局 ) 

ェ ． はじめに い て、 その発足に至る 経緯、 内閣府におけ 

経済活動の多様化、 科学技術の発展等に る 位置付け、 機能と構成を 述べる。 

より、 あ らゆる面で人間活動が 飛躍的に発 

属 した一方、 地球環境の汚染など 負の側面 2. 総合科学技術会議の 発足に至る経緯 

とも言 う べき問題が次から 次へと発生する 2 1 世紀における 新たな行政システム ヘ 

など、 変動の激しい 社会となっている。 と の転換を目指して、 中央省庁等改革に 向け 

りわけ、 科学技術については、 極めて高度 た 検討が「行政改革会議 ( 平成 8 年 1 1 月 

で迅速な意志決定をすべき 政策課題が年々 設置 ) 」において進められた。 

増加しており、 先の沖縄サミットにおいて、 そこでは、 とりわけ、 「内閣機能の 強化」 

科学技術に関連した 課題が過半数取り 上げ が改革の大きな 柱の 一 っとして位置づけら 

られたことは、 その一例と言える。 れている。 

この様な状況の 中、 中央省庁等再編の 行 同会議がまとめた 最終報告書 ( 平成 9 年 

政 改革の一環として、 我が国の科学技術政 1 2 月 ) によると、 改革を巡る背景につい 

策の司令塔ともい う べき、 総合科学技術会 て、 Ⅱ行政各部」中心の 行政 観と 行政事務 

議 が来年 1 月 6 日に発足することとなっ の各省庁による 分担管理原則は、 従来は時 

た   代 に適合的であ ったものの、 国家目標が複 

本稿においては、 総合科学技術会議にっ 難化し、 時々刻々変化する 内外環境に即応 

図 1  内閣府の組織編成因 
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・「中央省庁等改革基本法」 

( 平成 1 0 年 6 月 ) 

・「中央省庁等改革に 係る立案方針」 

( 平成 1 0 年 9 月 ) 

・「中央省庁等に 係る大綱」 

て 、 内閣及び内閣総理大臣の 主導による国 

政運営を実現するため、 「内閣及び内閣総 

理大臣の補佐・ 支援体制」の 強化が必要と 

されている。 

特に内閣府については、 「知恵の場」と 

して内閣官房の 総合戦略機能を 助け、 各省 

より一段高い 立場から、 総合科学技術政策 

( 平成 1 1 年 1 月 ) 

・「中央省庁等改革の 推進に関する 方針」 

や 経済財政政策などの 横断的な企画・ 調整 

機能を担 う ことなどを任務とした「内閣府」 

の設置や、 総合科学技術会議などの 合議体 

の内閣府内への 設置が最終報告に 盛り込ま 

れた。 

( 平成 1 1 年 4 月 ) 

最終的に、 平成 1 1 年 7 月、 内閣府設置 

法を含む「中央省庁等改革関連法」が 成立 

し 、 平成 1 3 年 1 月 6 日に総合科学技術会 

 
 

沿
検
 

 
 

向
お
 

方
に
 

の
部
 

草
本
 

改
進
 

の
推
 

記
章
 

上
改
 

 
 

の
省
 

そ
央
 

中
 

議 が発足することとなった。 
以下に総合科学技術会議の 概要を述べ 

められた結果、 次の法律・方針が 策定され る。 

た   

図 2  省庁再編後の 総合科学技術会議と 文部科学 省は ついて 
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3, 内閣府における 位置付け 

( 図 1 参照 ) 

内閣府は、 現在の総理府本病、 経済企画 

庁、 沖縄開発庁等の 事務を再編統合し、 内 

閣 機能強化の観点から、 「内閣官房を 助け 

て内閣の重要政策に 関する企画立案及び 総 

合調整」、 「内閣総理大臣が 担当することが 

ふさわしい行政事務の 処理」等を行 う こと 

を 任務とする機関であ り、 内閣総理大臣、 

内閣官房長官、 特命担当大臣等の 下、 1 官 

房 4 局 7 政策統括官により 構成される。 

内閣府設置法において、 総合科学技術会 

議は 、 経済財政諮問会議、 中央防災会議、 

男女共同参画会議とともに、 「重要政策に 

関する会議」の 一 っとして位置づけられて 

いる。 

「重要政策に 関する会議」は、 内閣府が 

内閣及び内閣総理大臣を 助ける「知恵の 場」 

として内閣の 重要政策に関して 企画立案及 

び総合調整を 行 う 機能を十分果たすための 

合議 体 として設置されるものであ り、 総合 

科学技術会議は 政策統括官 ( 科学技術政策 

担当 ) がその事務局を 担当することとなる。 

また、 他の省と異なり、 内閣府において 

は 、 強力かつ迅速に 政策の調整を 行 う ため、 

重要政策を扱 う 特命担当大臣が 置かれるこ 

ととなっており、 科学技術政策を 担 う 特命 

担当大臣が置かれた 場合には、 総合科学技 

術 会議にも議員として 参画することとな 

る。 

4. 総合科学技術会議の 機能と構成 

( 図 2 、 3 参照 ) 

(1) 機能 

( 所掌事務 ) 

内閣総理大臣等の 諮問に応じ、 次の事項 

ほ ついて調査審議する。 また、 必要な場合 

には、 諮問を待たず、 内閣総理大臣等に 対 

し意見を述べる。 

・科学技術の 総合的かっ計画的な 振興を図 

るための基本的な 政策 ( 内閣府設置法第 

二十六条第一項 ) 

  科学技術に関する 予算、 人材等の資源の 

配分の方針、 その他の科学技術の 振興に 

関する重要事項 ( 内閣府設置法第二十六 

条第二項 ) 

  国家的に重要な 研究開発の評価 ( 内閣府 

設置法第二十六条第姉項 ) 

0 戦略性 

国家的・社会的課題に 対応するため 

の科学技術に 関する総合戦略を 立案 

0 総合性 

人文・社会科学のみに 係るものも含 

み、 倫理問題等の 社会や人間との 関 

係を重視 

0 自発性 

内閣総理大臣等の 諮問に応じ答申す 

るのみならず、 自ら意見具申するこ 

とが可能 

(2) 議員構成と事務局体制 

( 議員構成 ) 

議長は内閣総理大臣 

議員は 1 4 名以内 

・内閣官房長官 

・科学技術政策担当大臣 ( 置かれた場合 ) 

・内閣総理大臣が 指定する関係閣僚 

・内閣総理大臣が 指定する関係する 国の 

行政機関の長 

・有識者 ( 議員総数の半数以上、 う ち 4 

名以下は常勤議員 ) 

一 129 一 



  

( 事務局体制 ) 「安心・安全で 快適な生活のできる 国」、 「 国 

事務局は、 内閣府政策統括官 ( 局長級、 際競争力があ り持続的発展ができる 国」と 

科学技術政策担当 ) 、 官房審議官 3 名を含 い う 3 つ を国家目標に 掲げ、 「科学技術創 

め、 行政組織の内覚から 幅広く人材を 登用 造立国」を目指した 積極的な科学技術の 振 

し 、 全体で 60 数名規模を予定している。 興を図る必要があ るが、 その中で、 総合科 

学技術会議は 科学技術政策を 国家戦略的に 

5. あ とがき 企画・立案、 推進すべき責務を 負っている 

2 1 世紀の社会は、 あ らゆる活動が 知識 と言える。 

を 基盤として展開される「知的基盤社会」 現在、 平成 1 3 年Ⅰ同 6 日の発足に向け、 

へと移行していくものと 思われる。 「知の 総合科学技術会議がその 機能を十全に 発揮 

創造と活用により 世界に貢献できる 国」、 できるよ う 、 最終的な調整を 行っている。 

図 3  科学技術会議と 総合科学技術会議の 比較 

科学技術会議 総合科学技術会議 

所管事項 所管事項 
0 内閣総理大臣の 諮問に応じ、 0 内閣総理大臣の 諮問に応じ、 

・科学技術一般に 関する基本的かっ 総 ・科学技術の 総合的かっ計画的な 振興 
合 的な政策 

  長期的かっ総合的な 研究目標の設定 
  特に重要な研究の 推進方策の基本の   

策定 ・国家的に重要な 研究開発の評価 
等について答申を 行 う 等について答申を 行 う 

0 答申を行った 後でも、 必要な場合は 、 0 諮問を待たずに、 内閣総理大臣等に 意 
さらに意見を 申し出ることができる 見を述べることができる 

構成 構成 
0 議長は内閣総理大臣 0 議長は内閣総理大臣 
0 議員は 1 0 名 0 議員は 1 4 名 ( 以内 ) 

有識者   有識者 
・常勤議員 一 2 名 ・常勤議員 一 4 名 ( 以内 ) 
・非常勤議員 -  祐 ・非常勤議員 一 一 3 名 ( 以上 ) 

( 議員構成 ) ( 議員構成 ) 
  大蔵 大臣 
・文部大臣 
・経済企画庁長官   

・科学技術庁長官 ( 内閣総理大臣が 指定 ) 
  日本学術会議会長   関係する国の 行政機関の長 
  有識者議員 ・有識者議員 

常勤 2 名 ( 議員総数 (1 4 名以内 ) の半数以上 ) 
非常勤 3 名 ( 常勤 4 名以内 ) 

・臨時の議員として 会議に参加させる ・議案を限って、 臨時に会議に 参加させ 
ことが出来る 関係の国務大臣 こ る と ができる国務大臣 

事務局体制 事務局体制 
0 科学技術庁科学技術政策局政策課が 会 0 内閣府政策統括官 ( 科学技術政策担当 ) 

議の庶務を担当 ( 大学に係る事項は 文 
都省学術国際局学術課と 共同して処理 ) 名及び参事官 9 名他が参画 

  

材を登用する 予定 
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